
お産と入院ができる助産院

今月はその他の助産院のご利用内容をご紹介
＊学生さん：保健室のようにお話しや悩み相談を
＊女性ならではの悩み：不妊・夫婦生活・妊活・生理・避妊・更年期
などの相談（治療はできません）＊学校等での性教育　など

助産院　 陽
ひなた

院長（助産師）　金津　陽子

外来・訪問：月曜日～土曜日　9 ：00 ～ 17：00
入院：24 時間
休診：日曜・祝日・年末年始

阿蘇市一の宮町宮地 6154-10　仙酔峡ハイツ E-1
☎・FAX 0967-22-0066
携帯 090-3077-0405
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分娩予約 随時受付中!!

問	健康推進課	国民健康保険係	
☎０９６７－６２－２９１０（直通）

6月に町の集団健診を実施しました。受診できなかった方は、委託医療機関で特定健診を受けることができます。昨年の特定健診受診
率は暫定53.8％、2人に1人以上受診しています。

集団健診に行くことができなかったという方! この機会に受診をお願いします。

対 象 者：40～74歳までの国民健康保険加入者
（令和6年度特定健診未受診者）

持 参 物：特定健診受診券（黄色）、国民健康保険証
※ 特定健康診査受診券は、6月上旬に配布した、健診セットの中に入っ

ています。紛失された方は再発行できますので、健康推進課国民健康
保険係までお問い合わせください。

健診料金： 1,000円（町の費用助成にて、本来より8,000円以上
安い費用で受診できます）

受診期間：令和6年6月～令和7年3月末まで
※がん検診は受診できません。

※ 10月14日（祝日・スポーツの日）高森総合センターにて追加集
団健診を行う予定です。特定健診に加え、がん検診（子宮頸がん
検診を除く）も受診できます。受診方法などの詳細は次号広報、
TPCなどでお知らせします。

産婦健康診査に係る費用を助成します。
詳しくは、住民福祉課子ども未来係までお問合せください。

１．助成対象者
産婦健康診査の受診日において、町内に住所を有する産婦

２．産婦健康診査の受診時期　
1回目　産後2週間頃
2回目　産後1か月頃
※産後8週間以内に受診した健診が助成の対象となります。
※ 医療機関によっては産後2週間健診を実施していない場合

があります。

３．助成上限額

1回につき5,000円（1人2回まで）

４．助成方法
ちが産婦人科医院、菊陽レディースクリニックで受診

される場合は、「高森町産婦健康診査受診票」を医療機
関に提出していただくと、窓口での支払いが最大5,000
円免除されます。

その他の医療機関で受診される場合は、償還払いにて
助成を行いますので、健診を受けた日から1年以内に住
民福祉課まで申請をお願いします。
※ 「高森町産婦健康診査受診票」は対象者の方に随時お送

りします。

問 住民福祉課 子ども未来係
 　☎０９６７－６２－２９１１

健　康

個別健診（特定健診）のご案内

受診できる医療機関
※受診の際は、医療機関へ必ず電話で予約をして受診されますようお願いします。

医療機関名 電話番号
良見内科医院 ☎0967-62-0646
南郷谷リハビリテーションクリニック ☎0967-62-3351
渡邉総合内科クリニック ☎0967-65-2201
藤本医院 ☎0967-67-0020
渡邉内科 ☎0967-67-1777
寺﨑内科胃腸科クリニック ☎0967-62-0378
阿蘇医療センター ☎0967-34-0311
阿蘇立野病院 ☎0967-68-0891
熊本セントラル病院 ☎096-285-5650

今年度の特定健診を受ける機会は、この個別健診受診もしくは10月の追加健診のみです!
機会を逃さぬようお早めの受診をお願いします。

産婦健康診査の助成

問 熊本県子ども・若者総合相談センター
 　☎０９６－３８７－７０００
　 熊本県ヤングケアラー相談支援センター
 　☎０９６－３８４－１０００

熊本県子ども・若者総合相談センター
熊本県ヤングケラー相談支援センター 合同開催

出張相談会
出張相談会  &&  座談会座談会  inin  阿蘇阿蘇

相談は無料です開催日　令和６年8月27日（火）

場　所　阿蘇市農村環境改善センター 農業情報室
　　　　阿蘇市内牧976-2
対象者　子ども・若者（ヤングケアラーも含む）、

もしくはその家族、友人知人、支援者等。
※熊本市在住の方を除く。

出張相談会

座談会・オンラインサロン（ヤングケアラー向け・要予約）

午前10時30分～午後3時30分（受付は午後3時まで）
不登校、ひきこもり、就労、人間関係、疾病、障がい、ヤングケアラー
について相談をお受けいたします。

午後1時～2時30分
家族の困ったこと、不安なこと、将来のこと、人に話しにくいことが
ある方で、同じように困っている方とお話をする座談会を開催いたし
ます。

広報たかもり（7）


